
(57)【要約】

　　【課題】本発明の課題は、紙幣のリトライ操作を短

時間でかつ客に不快感を与えないようにする紙幣識別装

置を提供することにある。

　　【解決手段】紙幣挿入口より挿入された紙幣を搬送

する搬送手段、挿入された紙幣の真偽を判定するための

識別手段とを備えた紙幣識別装置において、前記識別手

段にて偽と判定された紙幣を搬送手段により挿入口方向

へ搬送する逆転手段と、該逆転手段による紙幣搬送時に

再度紙幣の真偽を識別手段により判定する判定手段を備

えたことを特徴とする。

【選択図】　　　図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
紙 幣 挿 入 口 よ り 挿 入 さ れ た 紙 幣 を 搬 送 す る 搬 送 手 段 、 挿 入 さ れ た 紙 幣 の 真 偽 を 判 定 す る た
め の 識 別 手 段 と を 備 え た 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 前 記 識 別 手 段 に て 偽 と 判 定 さ れ た 紙 幣 を
搬 送 手 段 に よ り 挿 入 口 方 向 へ 搬 送 す る 逆 転 手 段 と 、 該 逆 転 手 段 に よ る 紙 幣 搬 送 時 に 再 度 紙
幣 の 真 偽 を 識 別 手 段 に よ り 判 定 す る 判 定 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識 別 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 識 別 処 理 は 所 定 回 数 行 う こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識
別 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
請 求 項 １ 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 前 記 判 定 手 段 に よ り 該 判 定 に よ り 紙 幣 を 真 と 判 定
し た 場 合 に は 、 再 受 け 入 れ 時 に は 紙 幣 の 真 偽 を 判 別 せ ず に 受 け 入 れ る 受 入 手 段 と を 備 え た
こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識 別 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 ２ 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 所 定 回 数 の 識 別 処 理 の 中 で 、 少 な く と も １ 回 で も
真 札 と 判 定 す る こ と に よ り 、 紙 幣 を 取 り 込 み こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識 別 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
請 求 項 １ な い し ４ の い ず れ か に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 上 記 逆 転 手 段 に よ り 紙 幣 を
挿 入 口 方 向 に 搬 送 時 に 紙 幣 挿 入 口 ま で 戻 さ な い よ う に 搬 送 す る こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識 別
装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 ５ に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 前 記 紙 幣 挿 入 口 か ら 識 別 手 段 ま で の 距 離 を 紙 幣
挿 入 方 向 の 全 長 よ り 長 い 間 隔 に 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識 別 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
請 求 項 １ な い し ６ の い ず れ か に 記 載 の 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 識 別 処 理 を 所 定 回 数 行 っ て
も 偽 と 判 定 さ れ た 時 点 で 、 紙 幣 を 紙 幣 挿 入 口 に 返 却 す る こ と を 特 徴 と す る 紙 幣 識 別 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 挿 入 さ れ た 紙 幣 の 真 偽 を 判 別 す る た め の 紙 幣 識 別 装 置 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 の 紙 幣 識 別 装 置 と し て 、 挿 入 さ れ た 紙 幣 の 真 偽 を 判 定 し 、 偽 と 判 定 す る と 、
一 旦 、 紙 幣 投 入 口 に 紙 幣 を 戻 し 、 こ こ で 客 に 紙 幣 が 抜 き 取 ら れ な い 限 り 、 所 定 回 数 の 識 別
操 作 （ リ ト ラ イ 操 作 ） を 行 う よ う に し た 紙 幣 識 別 装 置 が 知 ら れ て い る （ 例 え ば 、 特 許 文 献
１ ） 。
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ６ － １ ６ ２ ３ １ ０ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 し か し な が ら 、 上 述 し た 特 許 文 献 １ の 自 動 販 売 機 で は 、 偽 と 判 定 さ れ た 紙 幣 に 関 し て は
、 紙 幣 投 入 口 ま で 紙 幣 を 一 旦 戻 す た め 、 客 は 、 真 紙 幣 を 投 入 し て い る に も か か わ ら ず 、 不
快 感 を 与 え て し ま う 可 能 性 が あ り 、 再 識 別 操 作 を 待 た ず に 紙 幣 を 抜 き 取 っ て し ま う 可 能 性
が あ る 。
　 　 ま た 、 再 識 別 操 作 に 関 し 、 挿 入 方 向 で し か 識 別 操 作 を 行 わ な い た め 、 リ ト ラ イ 動 作 に
時 間 が か か っ て し ま う と い う 問 題 点 が あ っ た 。
　 本 発 明 は 、 上 記 問 題 点 に 鑑 み て 、 紙 幣 の リ ト ラ イ 操 作 を 短 時 間 で か つ 客 に 不 快 感 を 与 え
な い よ う に す る 紙 幣 識 別 装 置 を 提 供 す る こ と を 目 的 と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ４ 】

10

20

30

40

50

(2) JP 2007-58285 A 2007.3.8



　 上 記 の 目 的 を 達 成 す る た め に 、 本 発 明 は 、 以 下 の よ う に 構 成 す る 。
（ １ ） 紙 幣 挿 入 口 よ り 挿 入 さ れ た 紙 幣 を 搬 送 す る 搬 送 手 段 、 挿 入 さ れ た 紙 幣 の 真 偽 を 判 定
す る た め の 識 別 手 段 と を 備 え た 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 前 記 識 別 手 段 に て 偽 と 判 定 さ れ た
紙 幣 を 搬 送 手 段 に よ り 挿 入 口 方 向 へ 搬 送 す る 逆 転 手 段 と 、 該 逆 転 手 段 に よ る 紙 幣 搬 送 時 に
再 度 紙 幣 の 真 偽 を 識 別 手 段 に よ り 判 定 す る 判 定 手 段 を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
（ ２ ） 識 別 処 理 は 所 定 回 数 行 う こ と を 特 徴 と す る 。
（ ３ ） 前 記 判 定 手 段 に よ り 該 判 定 に よ り 紙 幣 を 真 と 判 定 し た 場 合 に は 、 再 受 け 入 れ 時 に は
紙 幣 の 真 偽 を 判 別 せ ず に 受 け 入 れ る 受 入 手 段 と を 備 え た こ と を 特 徴 と す る 。
（ ４ ） 、 所 定 回 数 の 識 別 処 理 の 中 で 、 少 な く と も １ 回 で も 真 札 と 判 定 す る こ と に よ り 、 紙
幣 を 取 り 込 み こ と を 特 徴 と す る 。
（ ５ ） 上 記 逆 転 手 段 に よ り 紙 幣 を 挿 入 口 方 向 に 搬 送 時 に 紙 幣 挿 入 口 ま で 戻 さ な い よ う に 搬
送 す る こ と を 特 徴 と し 、 そ の 具 体 的 な 構 成 と し て 、 前 記 紙 幣 挿 入 口 か ら 識 別 手 段 ま で の 距
離 を 紙 幣 挿 入 方 向 の 全 長 よ り 長 い 間 隔 に 配 置 す る こ と を 特 徴 と す る 。
（ ６ ） 識 別 処 理 を 所 定 回 数 行 っ て も 偽 と 判 定 さ れ た 時 点 で 、 紙 幣 を 紙 幣 挿 入 口 に 返 却 す る
こ と を 特 徴 と す る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 に よ れ ば 、 挿 入 口 よ り 挿 入 さ れ た 紙 幣 を 取 り 込 む 方 向 に 搬 送 す る 搬 送 手 段 、 挿 入
さ れ た 紙 幣 の 真 偽 を 判 定 す る た め の 識 別 手 段 と を 備 え た 紙 幣 識 別 装 置 に お い て 、 上 記 識 別
手 段 に て 偽 と 判 定 さ れ た 紙 幣 を 搬 送 手 段 に よ り 挿 入 口 方 向 へ 搬 送 す る 逆 転 手 段 と 、 該 逆 転
手 段 に よ る 紙 幣 搬 送 時 に 再 度 紙 幣 の 真 偽 を 識 別 手 段 に よ り 判 定 す る 判 定 手 段 を 備 え た こ と
に よ り 、 従 来 と 同 じ リ ト ラ イ 回 数 と し て も リ ト ラ イ 処 理 を 短 時 間 で 行 え る と い う 効 果 を 奏
す る 。
　 　 し か も 、 上 記 逆 転 手 段 に よ り 紙 幣 を 挿 入 口 方 向 に 搬 送 時 に 挿 入 口 ま で 戻 さ な い よ う に
搬 送 す る こ と で 、 客 に 挿 入 し た 紙 幣 が 偽 判 定 で あ っ た と の 不 快 感 を 与 え な い と い う 効 果 を
奏 す る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 　 以 下 に 、 本 発 明 の 実 施 形 態 に つ い て 、 図 １ 、 図 ２ を 用 い て 説 明 す る 。
　 　 ま ず 、 図 １ は 、 紙 幣 識 別 装 置 の 概 略 側 面 図 を 示 す も の で 、 紙 幣 識 別 装 置 １ は 、 自 動 販
売 機 あ る い は 両 替 機 等 に 搭 載 さ れ 、 受 け 入 れ た 紙 幣 の 金 種 判 定 及 び 真 贋 判 定 を 行 う も の で
あ る 。
　 　 こ の 紙 幣 識 別 装 置 １ に は 、 紙 幣 を 受 け 入 れ る た め の 紙 幣 挿 入 口 ２ 、 紙 幣 搬 送 通 路 ３ の
複 数 箇 所 に 配 置 さ れ た 紙 幣 受 け 入 れ お よ び 排 出 用 の 紙 幣 搬 送 ロ ー ラ ４ 、 紙 幣 か ら 各 識 別 要
素 を チ ェ ッ ク す る た め の 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ 、 受 け 入 れ た 紙 幣 を 一 時 貯 蔵 す る 紙 幣 保 留 部 ６
、 紙 幣 搬 送 ロ ー ラ ４ を 駆 動 す る 駆 動 部 の 制 御 、 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ な ど の 各 構 成 要 素 を 制 御
す る た め の 図 示 し な い 記 憶 部 お よ び タ イ マ を 有 す る 制 御 部 ７ な ど が 装 備 さ れ て い る 。
　 　 こ の 構 成 に お い て 、 紙 幣 挿 入 口 ２ に 挿 入 さ れ た 紙 幣 は 、 紙 幣 搬 送 通 路 ３ に 設 け ら れ た
紙 幣 搬 送 ロ ー ラ ４ に よ っ て 内 部 に 搬 入 さ れ 、 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 し た と き 真 券 と 判 断
さ れ れ ば 紙 幣 保 留 部 ６ に 保 留 さ れ る も の で あ り 、 紙 幣 が 紙 幣 搬 送 通 路 ３ を 通 過 す る 間 に 、
紙 幣 の 金 種 判 定 、 真 贋 判 定 お よ び リ ト ラ イ 処 理 を 主 制 御 部 ７ に て 行 う 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 　 こ の 主 制 御 部 ７ に は 、 予 め 紙 幣 の 再 識 別 を 行 う た め の リ ト ラ イ 回 数 が 設 定 さ れ て お り
、 紙 幣 識 別 の リ ト ラ イ 処 理 に お け る 紙 幣 排 出 時 に も 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ に て 紙 幣 の 真 偽 判 定
を 行 え る よ う に 制 御 す る も の で あ る 。
　 　 ま た 、 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ の 設 置 箇 所 は 、 紙 幣 識 別 の リ ト ラ イ 処 理 時 に お い て も 、 紙 幣
が そ の 紙 幣 挿 入 口 ２ ま で 排 出 さ れ な い よ う に 、 紙 幣 挿 入 口 ２ と 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ と の 位 置
関 係 と な る よ う に 配 置 し て な る 。
　 　 な お 、 紙 幣 識 別 装 置 １ の 主 制 御 部 ７ と 自 動 販 売 機 あ る い は 両 替 機 等 の 外 部 制 御 装 置 と
は 、 紙 幣 の 真 偽 判 別 結 果 な ど を 通 知 す る た め の 図 示 し な い 通 信 手 段 で 接 続 さ れ て い る 。
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　 こ の 構 成 に お い て 、 紙 幣 の リ ト ラ イ 処 理 を 図 ２ の フ ロ ー チ ャ ー ト を 用 い て 説 明 す る 。
　 ま ず 、 待 機 状 態 に お い て 、 紙 幣 投 入 有 無 を 判 断 し て お り （ ス テ ッ プ Ｓ １ ） 、 紙 幣 が 紙 幣
挿 入 口 ２ に 挿 入 さ れ 、 図 示 し な い セ ン サ に て 紙 幣 の 挿 入 を 検 知 す る と （ ス テ ッ プ Ｓ １ ： Ｙ
Ｅ Ｓ ） 、 主 制 御 部 ７ は 、 紙 幣 搬 送 ロ ー ラ ３ を 正 転 駆 動 し て 紙 幣 の 取 り 込 み を 開 始 す る （ ス
テ ッ プ Ｓ ２ ） 。 次 に 、 搬 送 さ れ る 紙 幣 が 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 し た か を 判 断 し （ ス テ ッ
プ Ｓ ３ ） 、 紙 幣 が 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 す れ ば （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 紙 幣 識 別 セ
ン サ ５ を 通 過 す る 間 に 得 ら れ た 信 号 が 主 制 御 部 ７ に 入 力 さ れ 、 デ ジ タ ル 変 換 後 、 紙 幣 の 真
偽 判 定 が 行 わ れ 、 挿 入 さ れ た 紙 幣 が 真 札 か 否 か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ） 。 そ の 結 果 、
真 札 で は な い と 判 断 し た 場 合 に は （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ： Ｎ Ｏ ） 、 識 別 合 格 フ ラ グ が セ ッ ト さ れ
て い る か を 判 断 し （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 、 識 別 合 格 フ ラ グ も セ ッ ト さ れ て い な い と 判 断 す る と
（ ス テ ッ プ Ｓ ５ ： Ｎ Ｏ ） 、 主 制 御 部 ７ は 、 紙 幣 搬 送 ロ ー ラ ３ を 逆 転 駆 動 し て 紙 幣 の 返 却 を
開 始 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ６ ） 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 　 こ の 逆 転 搬 送 さ れ る 紙 幣 が 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 し た か を 判 断 し （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ）
、 紙 幣 が 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 す れ ば （ ス テ ッ プ Ｓ ７ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を
通 過 す る 間 に 得 ら れ た 信 号 が 主 制 御 部 ７ に 入 力 さ れ 、 デ ジ タ ル 変 換 後 、 紙 幣 の 真 偽 判 定 が
行 わ れ 、 返 却 処 理 中 に お い て も 紙 幣 が 真 札 か 否 か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ） 。
　 こ の 紙 幣 返 却 処 理 中 の 真 札 か 否 か を 判 断 に よ っ て も 、 真 札 で は な い と 判 断 し た 場 合 に は
（ ス テ ッ プ Ｓ ８ ： Ｎ Ｏ ） 、 次 に 、 リ ト ラ イ 回 数 が 所 定 回 数 以 上 か を 判 断 す る （ ス テ ッ プ Ｓ
９ ） 。 こ の 実 施 形 態 の 場 合 に は 、 所 定 回 数 を ３ 回 と 設 定 し て あ り 、 リ ト ラ イ 回 数 が ３ 回 以
上 で 無 け れ ば （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ： Ｎ Ｏ ） 、 リ ト ラ イ 回 数 の 記 憶 に 加 算 し て （ ス テ ッ プ Ｓ １ ０
） 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ の 紙 幣 搬 送 ロ ー ラ ３ を 正 転 駆 動 し て 紙 幣 の 取 り 込 み を 開 始 す る 処 理 に 戻
る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 　 こ の よ う に し て 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ ～ Ｓ １ ０ の 処 理 を 繰 り 返 し 行 い 、 ス テ ッ プ Ｓ ９ に て リ
ト ラ イ 回 数 が ３ 回 以 上 と な れ ば （ ス テ ッ プ Ｓ ９ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 紙 幣 の 返 却 動 作 を 続 行 し て 、
こ の 時 点 で 初 め て 、 紙 幣 挿 入 口 ２ か ら 紙 幣 が 取 り 出 せ る 位 置 ま で 紙 幣 を 排 出 す る （ ス テ ッ
プ Ｓ １ １ ） 。
　 　 前 記 ス テ ッ プ Ｓ ８ に て 、 紙 幣 返 却 処 理 中 に お け る 紙 幣 の 真 札 か 否 か を 判 断 に よ り 、 真
札 と 判 断 し た 場 合 に は （ ス テ ッ プ Ｓ ８ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 識 別 合 格 フ ラ グ を セ ッ ト し て （ ス テ ッ
プ Ｓ １ ２ ） 、 ス テ ッ プ Ｓ ２ に 戻 る 。
　 　 こ の ス テ ッ プ Ｓ ２ か ら の 紙 幣 再 取 り 込 み に よ り 、 搬 送 さ れ る 紙 幣 が 紙 幣 識 別 セ ン サ ５
を 通 過 し た か を 判 断 し （ ス テ ッ プ Ｓ ３ ） 、 紙 幣 が 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 す れ ば （ ス テ ッ
プ Ｓ ３ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 紙 幣 識 別 セ ン サ ５ を 通 過 す る 間 に 得 ら れ た 信 号 が 主 制 御 部 ７ に 入 力 さ
れ 、 デ ジ タ ル 変 換 後 、 紙 幣 の 真 偽 判 定 が 行 わ れ 、 挿 入 さ れ た 紙 幣 が 真 札 か 否 か を 判 断 す る
（ ス テ ッ プ Ｓ ４ ） 。 そ の 結 果 、 真 札 で は な い と 判 断 し た 場 合 に は （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ： Ｎ Ｏ ）
、 識 別 合 格 フ ラ グ が セ ッ ト さ れ て い る か を 判 断 し （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ） 、 こ の 場 合 、 識 別 合 格
フ ラ グ が セ ッ ト さ れ て い る た め （ ス テ ッ プ Ｓ ５ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 紙 幣 保 留 部 ６ ま で 紙 幣 を 搬 送
す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 こ の よ う に 、 一 度 で も 真 札 と 判 断 す る と 、 紙 幣 を 真 札 と し て 取 り 込 む も の で あ る 。
　 一 方 、 最 初 の 取 り 込 み に お い て 、 真 札 と 判 断 す る と （ ス テ ッ プ Ｓ ４ ： Ｙ Ｅ Ｓ ） 、 紙 幣 保
留 部 ６ ま で 紙 幣 を 搬 送 す る （ ス テ ッ プ Ｓ １ ３ ） 。
　 こ の よ う に 、 リ ト ラ イ 処 理 時 に も 紙 幣 の 真 偽 判 定 を 行 う こ と に よ り 、 リ ト ラ イ 処 理 を 短
時 間 で 行 え 、 し か も 、 最 後 の 返 却 時 の み し か 、 紙 幣 を 取 り 出 せ る 位 置 に ま で 返 却 し な い こ
と で 、 利 用 者 へ の 不 快 感 の 低 減 並 び に リ ト ラ イ 時 間 の 短 縮 に も つ な が る 。
　 な お 、 正 転 搬 送 時 お よ び 逆 転 搬 送 時 に 紙 幣 の 真 偽 判 定 を 必 ず 行 っ て い る が 、 逆 転 搬 送 時
に お い て 、 真 札 と 判 断 し た 場 合 に は 、 次 の 正 転 時 に 真 偽 判 定 を せ ず に そ の ま ま 取 り 込 む よ
う に し て も よ く 、 こ の 場 合 に は 、 よ り 早 く リ ト ラ イ 処 理 を 行 え る も の で あ る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
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【 ０ ０ １ １ 】
【 図 １ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 を 示 す 紙 幣 識 別 装 置 の 概 略 側 面 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 の 実 施 形 態 の 動 作 を 示 す フ ロ ー チ ャ ー ト で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 １ 　 　 　 紙 幣 識 別 装 置
　 ２ 　 　 　 紙 幣 挿 入 口
　 ５ 　 　 　 紙 幣 識 別 セ ン サ
　 ７ 　 　 　 主 制 御 部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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